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福祉保健課からのお知らせ

令和８年度から後期高齢者医療の保険料率が変わります（例１）単独世帯で被保険者が年金収入のみの場合

（例2）夫婦2人世帯（どちらも被保険者）で年金収入のみの場合

年金収入額

均等割額①

所得割額②

年間保険料③（①＋②）
※100円未満切捨て
年間保険料合計
（③医療分＋子ども分）

年間保険料合計
（③医療分＋子ども分）

例１-１

16,000円 92,700円 204,000円

例１-２ 例１-３
100万円 200万円 300万円

医療分
15,678円
医療分
0円
医療分
15,600円

医療分
44,796円
医療分
45,731円
医療分
90,500円

医療分
55,996円
医療分

143,031円
医療分

199,000円

子ども分
405円
子ども分
0円

子ども分
400円

子ども分
1,080円
子ども分
1,175円
子ども分
2,200円

子ども分
1,350円
子ども分
3,675円
子ども分
5,000円

対象者
年金収入額

均等割額①

所得割額②

年間保険料③（①＋②）
※100円未満切捨て

例２-１
夫

22,900円

妻
160万円 140万円

16,000円

医療分
15,678円
医療分
6,811円
医療分
22,400円

子ども分
405円
子ども分
175円
子ども分
500円

医療分
15,678円
医療分
0円
医療分
15,600円

子ども分
405円
子ども分
0円

子ども分
400円

令和８年度保険料の算出例　　 

保険料率の算定について

子ども・子育て支援金制度について

 後期高齢者医療制度の保険料率は、２年ごとに改定されることになっており、令和８年度から保
険料率が変更されます。所得が一定以下の世帯の方に適用される保険料の軽減措置についても、変
更されます。
　改定後の保険料率に基づく保険料額は、令和８年 7月中旬頃に通知する予定です。

　２年ごとに改定される保険料率は、「秋田県後期高齢者医療広域連合」が決定しています。市町
村では、広域連合で決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書をみなさまに送付していま
す。
　医療費の急増などが原因で、保険料は年々増加傾向にあります。
　健康で安心な医療制度運営のため、ご理解とご協力をなにとぞよろしくお願いします。
　なお、保険料率改定に関する疑問･質問は、広域連合で受け付けています。
■問合せ先　秋田県後期高齢者医療広域連合　業務課　☎０１８－８５３－７１５５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課　☎０１８－８３８－０６１０

　国により、令和８年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
　子ども・子育て支援金制度は、全世代から医療保険料とあわせて支援金を拠出いただき、子ども
や子育て世帯を社会全体で支える制度です。
　皆様から拠出いただく支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの子ども
や子育て世帯を支援する事業に充てられます。
　子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせは、こども家庭庁コールセンターで受け付けて
います。
■問合せ先　こども家庭庁コールセンター　☎０１２０－３０３－２７２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付時間：平日９時から18時まで）

年間保険料の構成 保険料率の改定

医療分（※１）

子ども分（※2）

均等割額【５５,９９６円】
＋

所得割額【（総所得金額）－４３万円】
×９.７３％

（限度額８５万円）※１００円未満切捨て

均等割額【１,３５０円】
＋

所得割額【（総所得金額）－４３万円】
×０.２５％

（限度額２万１千円）※１００円未満切捨て

＋

令和７年度まで

均等割額

所得割率

均等割額

所得割率

４５,２６０ 円

９.０２ ％

医 療 分：５５,９９６ 円
子ども分：　１,３５０ 円

医 療 分：　　９.７３ ％
子ども分：　　０.２５ ％

令和８年度から

※1　従来の後期高齢者医療保険負担分を「医療分」と表記しています。　
※2　子ども・子育て支援納付金分を「子ども分」と表記しています。

●均等割額の軽減措置
世帯主及び被保険者の総所得金額等
が下記の基準を超えない世帯

４３万円＋（給与・年金所得者等※の
数－１）×１０万円

医 療 分：１５，６７８円
子ども分： ４０５円

医 療 分：　２，１００円
子ども分： ４０５円

医 療 分：２７，９９８円
子ども分： ６７５円

医 療 分：　５，３６８円
子ども分： ６７５円

医 療 分：４４，７９６円
子ども分： １，０８０円

医 療 分：　８，５８８円
子ども分： １，０８０円

医療分７.２割
※１

子ども分７割

４３万円＋（給与・年金所得者等※の
数－１）×１０万円＋３１万円×世帯
の被保険者数

４３万円＋（給与・年金所得者等※の
数－１）×１０万円＋５７万円×世帯
の被保険者数

軽減割合

５割

５割

均等割額 令和７年度との差額

※給与・年金所得者等とは、以下のいずれかを満たす方です。
　▶　一定の給与所得者（給与収入55万円超）
　▶　公的年金等に係る所得を有する方
（公的年金等の収入金額が、65歳未満で６60万円超または65歳以上で125万円超）
※１　令和８・９年度は特例として医療分の７割軽減を7.2割軽減とします。


